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【KT－report 06】 本会と滝山町内会連合会の関係 

 

１．本会の設立意義 

そもそも、本会の設立意義に係る本会規約を再確認すると図(表)－1 のとおりです。 

 

（目的）第２条 本会は、山形市上桜田の町内に居住する者の親睦と福利増進を図り、合わせて地域課題の解

決を図ることにより、町内会の発展と明るく住みよい町内にすることを目的とする。 

（会員資格）第３条 本会は、山形市上桜田町内の居住者等をもって組織し、・・・ 

（経費）第 16 条 本会の経費は、会員による町内会費、・・・ 

図(表)－1 

 

年会費（予算）の使い方・使われ方について、３パターン化したのが図－2 のとおりです。本会員

の年会費は、持家会員１世帯当り 6,500 円です。――（なお、借家・アパート世帯は半額の 3,250円

ですが、本件扱いの対象外としています。）――世帯構成や年収の多寡は一切関係なく一律の金額で

す。端的に言えば、１人年金暮らしの人も同じ金額です、本会活動に参加したくとも出来ない病弱な

人も同じ金額です。そのような前提に立ち、規約を正常な人が普通に読めば、パターンＡのように、

本会員の会費は、本会の町内に居住する会員のために、つまり、本会固有の本来の目的内事業に使う

ものだと理解します。よもや、パターンＢやパターンＣのようなことは有り得ないと思うのが正常で

す。しかし、現実には、このＢ・Ｃバターンが現実であり、この真意を隠すような運用が長年の慣行

となって来たのです。 
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２．本会の会計に表れる「滝山連合会費」とは 

 そのような中にあって、まずは本会に係る「滝山地区町内会連合会
、、、

」に着目します。この滝山地区

には、各町内会（単体組織）の会長を集めた「（注）滝山地区町内会連合会」を組織しています。同連合

会は事務局を「山形市滝山コミュニティーセンター」内に置き、29 町内会、約 5,000 世帯で構成して

います。各町内会は指定された「滝山(地区)連合会費」を上納しています。 

 （注）同連合会会則「第２条 本会は、滝山地区内に設置する町内会及びこれと同様の自治組織

（以下「町内会等」という。）をもって組織する。」とあるが、同連合会は本会とは関係があっ

ても、指揮命令が効く上位組織ではない。なぜならば、連合会は連合会としての一つのサイフ

（会計）持っているから独立した任意団体であります。 

その上納金とは、図(表)－3 のとおり、本会決算の年度推移と平成 28年度支払い証書です。同連合

会は３頁図－4のとおりの配分表を作成しており、本会分については１世帯当り 1,480円、230世

帯分、340,400 円を請求することになっています、よって本会は連合会請求のとおりの金額を支

払っています。 

なお、図(表)－３上表本会決算額 363,100 円と振込額 340,400 に 22,700円の差異を生じているが、

山形市防犯協会費などであろう。 

 

 

 
平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31

a 合計 3,484,632 3,792,919 4,028,898 4,012,898 4,135,128 3,897,022 3,816,378 3,750,119 4,317,945 3,824,235

b 合計 2,958,878 3,221,901 3,227,415 3,518,038 3,767,644 3,499,207 3,378,846 3,195,316 4,062,838 3,442,136

c 滝山連合会費 317,730 321,630 338,580 338,200 353,740 372,100 363,100 356,300 363,900 362,470

d 神社費 127,988 160,623 137,375 109,339 143,113 157,604 136,820 126,026 121,680 138,275

e 助成金 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 480,000 530,000 530,000

f 役員手当 332,000 332,000 332,000 465,000 428,500 443,500 413,500 401,000 473,000 473,000

［支出計に対する割合］

c/b 滝山連合会費 10.7% 10.0% 10.5% 9.6% 9.4% 10.6% 10.7% 11.2% 9.0% 10.5%

d/b 神社費 4.3% 5.0% 4.3% 3.1% 3.8% 4.5% 4.0% 3.9% 3.0% 4.0%

e/b 助成金 19.6% 18.0% 18.0% 16.5% 15.4% 16.6% 17.2% 15.0% 13.0% 15.4%

d/b 役員手当 11.2% 10.3% 10.3% 13.2% 11.4% 12.7% 12.2% 12.5% 11.6% 13.7%

（注）収入と支出の差異は繰越金

【支出の部】

【収入の部】

（単位；円）

図(表)－3 
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３．同連合会の予実算から見えること 

まずは世帯数のみに着目
、、、、、、、、

し、基本的データを確認します。図－5aの収入の部において、各町内会単

組拠出の連合会費の予算額は 8,263,250 円で、これは、図－4 の合計額 8,263,250 円と当然ですが一致

します。図－5abに共通的に表れる世帯数は 4,980 世帯です。これは、連合会組織の外部にある団体

との金員のやり取りに表れる世帯数です。 一方、図－4に表れる世帯数は 5,645 世帯です。圧縮率＝

4,980÷5,645=0.882 です。 

 

 

 ここに、本会の世帯実数 300世帯（28 年度当時、今は少し増）の中で、本会から連合会への納入額

算出に係る世帯数は 230世帯となっています。圧縮率＝230÷300=0.767 です。これを世帯数等価換

算係数と私は呼称することにします。 

図－5a 

支出の部 

図－5b 
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  ところで、図－6 のとおり、連合会の役員はみんな大金を盗っ人（おっと失礼！）しているように

見えてしまいます。 この連合会レベルにおいて、各町内会長を集めた別の集まりがあります。図－7

のとおり、実は、山形市（行政）から見ると各町内会は自治組織と名称付けしており、その代表つま

りは各町内会長は山形市長から自治推進委員として委嘱されています。 予実算の内容を見ると、収

入の全ては市からの交付金、支出を見るとほぼ丸々研修旅行です。市民の税金で観光旅行です、いい

身分です！ 様々な行政側への異論を封じ込めるための懐柔策としか写りません。 

 

４．その連合会費の使途内訳に問題 

 以下に記述することについては、本会関係者は悪げがあってやって来たというよりも、長年の慣習

の前例踏襲、山形市社会福祉協議会の既得権益ということでしょう、しかし、現在の社会においては

許されない悪しき慣行となってしまったのです、その理由について逐次記述して行きます。 前記図

－5b の内訳において、問題であると指摘出来るものを整理すると図(表)－8 のとおりとなります。α1

～α4 の正規金額は、[括弧内]連合会指定単価に世帯数等価換算係数 0.767(230÷300)を乗じたもので

図－7 
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す。α4山形市防犯協会滝山支部への協賛金は、本会より直接支払うために、図 K05-5b には記入され

ていません、細部は別記します。 

 

これは、何時の間にか、本会員が納めた１世帯当り年会費 6,500 円の中から 719円分が、本会一般

会計を通し、滝山地区町内会連合会費に紛れ込んでさらに外部の団体に吸上げられているということ

を意味します。なお、この３点の単価は、令和元年度通常総会に係るＱＡ回覧文書（後記参照）にお

いても回覧によって明示され、平成 31（令和元）年度も各単価は同じです。ここで問題なのは、α1

～α4 の金員は、本来、その拠出（納入）是非について、住民個人の自由意思に基づく決定権（任意

の選択権）を持つが、本会員であれば納入義務を伴う年会費に紛れ込ませて、それらが１羽一絡
ひとから

げに

徴収していることです。 

 

このこととまったく同様の問題を抱えたある自治会で裁判係争となって、「・・・憲法や民法に照ら

して違法である・・・」として、自治会が敗訴したのです。このことについては、【KT－report 08】

に別記します。 

 

 

 

（end） 

順番 拠出先各会．．（各団体） 名目 1 世帯当り単価 

α1 
市社会福祉協議会 

（「市社協」と略称） 
負担金(住民会費） ２７６[360]円 

α2 共同募金会 
赤い羽根募金 ３２０[417]円 

３９７[517]円 

年末助け合い募金   ７７[100]円 

α3 市環境保健推進協議会 会費                    ２３[30]円 

α4 市防犯協会滝山支部 協賛金                    ２３[30]円 

 本会員負担額（納入額）                 ７１９[937]円 

本会個人の納入額 （１世帯当り）                   [1,480]円 

図－8 


